
第8 表現の自由に対する抑圧について 

 近時、表現の自由、特に言論の自由を抑圧し、萎縮させるような事件が発生している。これは、

表現の自由が民主主義の根幹なすものであるという点において、その制約については原則として

違憲の推定を受け、合憲性が厳格に審査されるとされていること(いわゆる「優越的地位」)に鑑

み、極めて憂慮される事態である。 

 

1 ビラ投函問題 

 防衛庁立川宿舎に政府の自衛隊イラク派遣政策を批判したビラを投函した事件について、東京

地裁八王子支部は、2004（平成16）年12月16日、「ビラ投函自体は憲法21条1項の保障する政治

的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹を成すもの」であるとし、被告人らの行動は可

罰的違法性がないと判示して無罪としたのに対し、東京高裁は、2005（平成17）年12月9日、一

審判決を破棄し、被告人ら3名に対し、罰金刑の言渡しを行った（その後、2008〔平成20〕年4

月11日に最高裁で確定）。 

 これに対し、東京弁護士会は、2006（平成18）年12月26日、ビラ投函に関連し起訴される事案

が続いていること、こうした高裁判決が民主主義社会の根幹をなす表現の自由を萎縮させる結果

をもたらすことを憂慮し、「民主主義社会において表現の自由とりわけ政治的表現の自由は、大

きな意義を有するものであり、高裁判決は政治的表現活動の自由の意義をふまえた被害法益保護

などとの比較考量に乏しいと言わざるを得ない。」との会長声明を出した。 

 また、いわゆる葛飾政党ビラ配布事件について、最高裁が2009（平成21）年11月30日に、東京

高裁が下した5万円の罰金刑を維持した。これに対しては、「当会は、最高裁に対し、ビラ配布

を含む表現の自由の重要性に十分配慮し、国際的な批判にも耐えうる厳密な利益衡量に基づく判

断を示すことで『憲法の番人』としての役割を果たすよう強く要望する次第である。」との会長

声明を出した。 

 ビラ投函行為は、マス・メディアのような意思伝達手段を持たない市民にとって、自己の意見

を他に伝達する重要な手段となっているのであり、このような表現手段を萎縮させるような公権

力の発動に対しては反対していかなければならない。 

 

2 新聞記者個人攻撃問題 

 2014（平成26）年3月以降、札幌市厚別区所在の北星学園に対し、同大学の教員が朝日新聞の

記者時代に従軍慰安婦に関する記事を書いたことを理由に、この教員を解雇ないし退職させるよ

う要求する電話やFAXが繰り返し送りつけられ、同年5月及び7月には要求に応じないと学生に危

害を加える旨の脅迫文が届くという事件が起こった。さらに、インターネット上にはこの教員の



家族に関する情報までが実名や顔写真入りで掲載され、脅迫的文言が書き込まれる等、異常な事

態に至っている。 

 これらの行為は、それ自体が犯罪行為に当たる違法行為であるとともに、大学の自治に対する

侵害行為であるし、元記者の家族のプライバシー権の侵害にもあたる。のみならず、このような

違法な行為によって過去の記事の撤回や作成者に不利益を課すことを求める行為自体、言論や表

現の自由に対するあからさまな暴力的攻撃であり、表現の自由を委縮させるもので、断じて看過

できない。 

 自己と異なる好ましくない意見が存在したり、不正確な報道がなされたり、その報道の訂正に

不適切な問題があったとしても、その是正は、健全かつ適正な批判や、報道機関自身のさらなる

検証や訂正に委ねるべきであり、違法な手段による個人攻撃は絶対に許されるものではない。 

 我々は、このような卑劣な個人攻撃及び表現の自由への威嚇を断じて許さず、これらの違法な

人権侵害行為を根絶する活動に取り組んでゆくものである。 

 


